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第1部 序論

1　笠間市を取り巻く背景
近年、人口減少や少子高齢化の進展とともに、地域主権改革が推進されるなど社会構造が大き
な転換期を迎えています。また、国内観測史上最大となる東北地方太平洋沖地震の発生は、国内
外に多大な影響を及ぼしています。このような中、後期基本計画期間となる今後の5年間は極め
て重要な期間であり、本市の個性を有効に活用し、本市の魅力を高めていく視点や社会経済情勢
を的確に把握し、柔軟に対応していく視点が必要となります。

①人口構造の変化
我が国の総人口は、平成16年の1億2,777万人をピークに、平成17年には、明治32年に人口動
態の統計をとり始めて以来、初めて総人口が減少に転じ、出生数106万人、合計特殊出生率は1.26
と、いずれも過去最低を記録しました。また、65歳以上の高齢者人口は、過去最高の2,560万人
となり、総人口に占める割合も20.04％と、初めて20％を超え、深刻な社会問題となっています。
本市においても、総人口が平成12年以降減少に転じるとともに、高齢者人口の総人口に占める
割合が年少人口の総人口に占
める割合を上回り、さらには、
生産年齢人口が減少するなど
人口構造に大きな変化が生じ
ており、深刻な影響を与える
ことが懸念されています。
今後は、安心して子どもを
産み育てる社会環境の整備や
高齢者の社会参加、これまで
培ってきた知識・技術・能力・
経験を生かした就業などさま
ざまな分野で少子高齢化の流
れを変えるため施策の展開が
求められています。

②地域主権改革の推進
現在、｢地域主権戦略会議」を中心に地域主権改革の推進に向け、さまざまな取り組みが進めら
れています。本改革は、国が地方に優越する上下の関係から対等なパートナーシップの関係へと
根本的に転換するものであり、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担
うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことがで

第2章 後期基本計画策定の視点



005

きるようにするためとされています。このような中、平成23年4月の国会において「第一次一括
法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律）」「国と地方の協議の場に関する法律」「地方自治法の一部改正」の地域主権改革関連3法が成
立しました。この3法成立により地域主権改革は、事実上の出発点に立つこととなります。
今後は、本市の特性を生かした施策を展開するための財源確保に努めるとともに、広域的な連
携を視野に入れた、独自性・自立性あるまちづくりを進めていくことが必要となります。

③東日本大震災の影響
平成23年3月11日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の国内観測史上最大の地
震により、多くの尊い命が失われました。マグニチュード9.0という強い揺れは、巨大地震のみ
ならず、大規模津波、原子力発電所事故、電力供給の制約、経済的影響等広い範囲でさまざまな
被害を引き起こしており、近年の先進国では類例のない大規模な災害となりました。
本市においても、人的被害をはじめ、住宅や店舗、公共公益施設、さらには、重要な歴史的文
化財等にも甚大な被害が発生しました。また、間接的被害として、福島第一原子力発電所事故に
よる風評被害や日々の生活を送るうえでの不安や悩みなど精神面での問題等東日本大震災が与え
た影響は計り知れないものとなっており、多くの市民が一日も早い復興を願うとともに、災害に
強いまちづくりを望んでいます。
今後は、国が定める「東日本大震災復興基本法」及び「復興の基本方針」に基づいた中期的な展
望による復旧・復興を目指す取り組みが求められています。

④行財政の状況
我が国の経済は、世界同時不況の影響を受けた景気後退から自律的回復に向けた動きが見られ
ていたものの、失業率は依然として高水準にあり、回復基調は足踏み状態となっています。
この経済情勢を踏まえた地方財政計画の策定や地域主権改革関連法案の成立、社会保障制度の
抜本的な見直しなど国の動向によっては、今後の地方財政運営に少なからず影響を及ぼすことが
予想されます。また、茨城県では、一般財源の大幅な減少等依然として厳しい状況が続いており、
健全な財政構造の確立を図るため、抜本的な行財政改革に取り組んでいるところです。
本市においても、人口減少や人口構造の変化による税収等の一般財源の減少や、扶助費などの
義務的経費の増大、さらには東日本大震災による突発的な災害復旧・復興経費の発生など、今後
の財政運営に多大な影響を及ぼすことが懸念されています。
今後は、限りある行財政資源を有効に活用しながら独自性・自立性の高いまちづくりを進めて
いくため、行政評価制度を活用し、施策の達成度を測りながら、事業の有効性等について精査・
検証を実施し、選択と集中の視点により行政活動を推進していくことが必要となります。
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第1部 序論

2　市民意識の動向
後期基本計画の策定にあたり、市民意識の動向を的確に把握し、施策の展開へ反映していくと
ともに、市民のまちづくりへの参加機会を創出するため市民アンケートを実施しました。

●調査地域……… 笠間市全域
●対  象  者 ……… 市内に居住する満18歳以上の男女
●対象者数……… 2,000人
●抽出方法……… 無作為抽出
●調査時期……… 平成23年1月

■ アンケート調査では、多くの市民が、豊かな自然や風土に育まれた地域に対する愛着などを
理由に「住みやすい」「住み続けたい」と感じている結果となりました。

Q   今後とも笠間市に住み続けたいと思いますか？

Q   笠間市の住みやすさについてどう思いますか？
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■ アンケート調査では、保健・医療、産業分野など、近年の不安定な社会経済情勢を背景とす
る分野の充実を望んでいる結果となりました。

■保健・福祉分野
　［施策］
　 社会保障、子ども・子育て支援、少子化対策、
　保健・医療、地域福祉、高齢者福祉、
　障害者福祉など

■産業分野
　［施策］
　雇用労働環境、商業、工業、観光、農林業、
　グリーンツーリズム、地場産業、など

Q   今後、まちづくりにおいてどの分野の重要度が高いと思いますか？

Q   各分野におけるあなたの満足度についてお答えください。

施策の充実が最も求められている分野
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